
建設現場における遠隔臨場の実施（概要版）

概 要

・モバイル端末等によるビデオ通話（映像と音声の双方向通信）を用いた立会
及び段階確認
・受注者が監督員に映像と音声をリアルタイム配信し、相互に確認を行うこと
で監督員が必要とする情報を得ることができるもの
・対象工事は設計図書に記載し、受注者が希望する場合に実施

利用するシステム等

受注者
スマートフォン、タブレット等のモバイル端末
（受注者が用意）

発注者
iPad（浜松市で配備する端末を利用）等
※受注者による準備は不要

利用サービス
・発注者の端末で利用可能であることを要件として
受注者が選定
・Zoom等のWeb会議サービスを想定

※特別なシステム導入等を前提としないため、費用は共通仮設費率に含むものとし、別途計上はし
ない



遠隔臨場の実施方法・留意事項

適用できない条件

必要事項

・出来形計測等において、映像で計測値の確認が困難な場合
・夜間、暗所、水中等のカメラ撮影が困難な場所

・施工計画書に実施計画、仕様、実施記録の方法を記載
・監督員が臨場の必要があると判断した場合は、臨場による立会を実施

実施計画

・全体の立会・段階確認予定回数の５割程度を上限
・中間技術検査、完成検査（指定部分含む）、出来高検査には適用しない

実施記録

・遠隔臨場が行われたことの実施記録を行う
・内容の記録は、従来と同様に写真で行う（監督員が写真に入ることに替えて
黒板に遠隔臨場と記載）



遠隔臨場を実施するための利用サービス（参考）

作成：Business Insider Japan



」

受発注者の位置関係（工事監督員が遠隔臨場する場合）

工事監理者

工事施工者

検査対象物

工事監督員

庁内

現場

撮影②
撮影①

モバイル回線

モバイル回線

スマートフォンなど

SIM内蔵
タブレット

●遠隔臨場を実施した証拠写真は撮影①・②の状態で
工事監理者または工事施工者がスクリーンキャプチャ
を行い保存する。

●スクリーンショット以外の記録は、工事監督員の
臨場に替えて電子小黒板等に遠隔臨場であること
を明記する。



」

受発注者の位置関係（工事監理者が遠隔臨場する場合）

工事施工者

検査対象物

事務所等

現場

撮影①

モバイル回線

スマートフォンなど

手持のパソコン・
タブレット

●遠隔臨場を実施した証拠写真は撮影①の状態で
工事施工者がスクリーンキャプチャを行い保存する。

●スクリーンショット以外の記録は、工事監理者の
臨場に替えて電子小黒板等に遠隔臨場であること
を明記する。

モバイル回線・インターネット固定回線・Wi-Fiなど

工事監理者



」

受発注者の位置関係（検査監が遠隔臨場する場合）①

工事監理者
工事施工者

検査対象物

検査監

庁内

現場

撮影②
撮影①

モバイル回線

モバイル回線

スマートフォンなど

SIM内蔵タブレット

●工事監督員は検査対象物の内容に応じて現場
または庁内での対応とする。
●遠隔臨場を実施した証拠写真は撮影①・②の状態で
工事監理者または工事施工者がスクリーンキャプチャ
を行い保存する。
●スクリーンショット以外の記録は、検査監の
臨場に替えて電子小黒板等に遠隔臨場であること
を明記する。

工事監督員



」

受発注者の位置関係（検査監が遠隔臨場する場合）②

工事監理者工事施工者

検査対象物

検査監

庁内

現場

撮影②
撮影①

モバイル回線

モバイル回線

スマートフォンなど

SIM内蔵タブレット

●工事監督員は検査対象物の内容に応じて現場
または庁内での対応とする。
●遠隔臨場を実施した証拠写真は撮影①・②の状態で
工事監理者または工事施工者がスクリーンショット
を行い保存する。
●スクリーンショット以外の記録は、工事監督員
の臨場に替えて電子小黒板等に遠隔臨場である
ことを明記する。

工事監督員



実施記録の方法 監督員の映像を含む写真
・遠隔臨場の行われた確認として１枚記録を行う
・すべての写真に通話映像を含める必要はなく、内容確認の記録は通話映像なしの写真で
撮影

①通話中のスクリーンキャプチャ（撮影①）

ビデオ通話アプリで監督員の画面を表示させた状態でスクリーンキャプチャを行う
※この状態では電子小黒板は利用できない



実施記録の方法 監督員の映像を含む写真

②端末の画面を含めて撮影（撮影②）

ビデオ通話アプリで監督員の画面を表示させた状態の端末を含めた写真を撮影する
※屋外では、液晶画面表示がきれいに撮影できない場合がある

・遠隔臨場の行われた確認として１枚記録を行う
・すべての写真に通話映像を含める必要はなく、内容確認の記録は通話映像なしで写真で
撮影


